
件  名 防犯カメラ設置補助金の手続き等の概要 

受 付 開 始 令和６年５月１日から３ヵ月間（７月３１日（水）まで） 

対 象 団 体 

大字・自治会及びこれに準ずる団体 

◆ 準ずる団体 ⇒ 町の認定がない地域の自治団体 

◆ 個人での防犯カメラの設置は補助の対象外 

補 助 金 額 
防犯カメラの購入・設置工事費（消費税込）の２分の１ 

ただし、補助金額の上限は２０万円 
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申 請 

【申請時の提出書類】 

① 防犯カメラ設置事業補助金申請書（様式第１号） 

 ② 住民合意が形成されていることがわかる会議録の写し・証明書等 

 ③ 防犯カメラの設置及び運用基準 

 ④ 設置予定場所の位置及び撮影方向がわかる図面 

⑤ 設置場所の所有者・管理者等の同意書・許可書の写し 

⑥ 撮影範囲内の住居・店舗等の居住者・管理者等の同意書の写し 

⑦ 防犯カメラの購入・設置工事費等の見積書の写し 

⑧ 設置予定の防犯カメラのカタログの写し 

役場調査 

交付決定 

【役場による調査と補助金の交付決定】 

 申請書に添付された書類に基づき、防犯カメラ設置場所の適性やプライバシ

ー侵害の有無等を現地調査し、防犯カメラの設置が適切と認めた場合には、「補

助金交付決定通知書」（様式第２号）で補助金交付額等を通知します。 

設置工事 

【設置工事の着工】 

 大字・自治会による設置工事の着工 

【設置工事の工事内容の変更の場合】 

 例えば、着工の前後を問わず、補助金交付申請の後、防犯カメラの設置台数

に変更が生じた場合には、「事業変更承認申請書」（様式第４号)を提出して、承

認を受ける必要があります。 

工事完了 

【設置工事完了時の提出書類】 

 ① 事業実績報告書（様式第６号） 

 ② 防犯カメラの購入・設置工事費が確認できる支出証拠書類の写し 

③ 防犯カメラ及び防犯カメラの設置を示す表示物の位置図 

④ 防犯カメラ及び防犯カメラの設置を示す表示物の写真 

⑤ 設置した防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの 

交付金額 

確 定 

【補助金の交付金額の確定】 

 提出された「事業実績報告書」及び添付書類に基づいて、補助金の交付金額

を確定し、「補助金交付額確定通知書」（様式第７号）で通知します。 

交付請求 
【補助金の交付請求】 

 「補助金交付請求書」（様式第８号)を提出してください。 

そ の 他 
 各手続きで、必要な書類で「（様式第●号）」と記載がある書類は、河合町の 

ホームページからダウンロードできます。 

担 当 係 

 総務部政策調整課 安心安全推進係 

  連絡先 ５７―０２００ 内線 ２４０・２４２ 

  担当者 植村・徳山 



 


